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１．いじめの防止等の基本理念 
  
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及

び人格の形成に重大な影響を与えるものである。国ではいじめ防止対策推進法（以下、「いじめ

防止法」という。）第１１条第１項の規定に基づき策定した「いじめの防止等のための基本的な

方針」の中で、以下のとおり、いじめ防止等の基本理念を掲げている。 
 
いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が

安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじ

めが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない。 
また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじ

めの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない

行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならな

い。 
※「いじめの防止等のための基本的な方針」より抜粋 

 
本校では、この理念に基づき、児童が安心して楽しい学校生活を送ることができるよう、いじ

めのない学校づくりに全教職員が連携と協働の意識をもって取り組んでいく。 
 
２．いじめの定義及び基本的理解 

 
いじめ防止法では、以下のとおりいじめを定義している。 
 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一

定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。 
※「いじめ防止法第 2 条」より抜粋 

 
個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた

児童の立場に立つことが必要である。 
この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、いじめ防止法の対象となるいじめに該当

するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈され

ることのないよう努めることが必要である。 
例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合や、けんかやふざけ合いであっても、

見えないところで被害が発生している場合があることを踏まえ、当該児童の表情や様子をきめ細

かく観察するなどして確認する必要がある。 
また、インターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいた場合などにおいて、当該児童 



がそのことを知らずにいたとしても、いじめる行為を行った児童に対して教育的指導が適切に行

われるべきである。 
加えて、いじめに当たると判断した場合でも、その全てが厳しい指導を要する場合であるとは

限らない。発達の段階や状況によっては、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な

対応による対処も考えられる。ただし、この場合においても、法が定義するいじめには該当する

ため、本校のいじめ対策組織である「いじめ防止対策委員会」で情報共有し、組織として対応す

ることが必要である。 
本いじめ防止基本方針は、いじめ防止法、令和元年６月改定の「札幌市いじめの防止等のため

の基本的な方針」に基づき、本校の全ての児童がいじめに向かわずに、安心して日々の生活を送

ることができるよう、学校と家庭、地域住民、その他あらゆる関係者と連携しながら、いじめの

防止や早期発見、早期に対応にあたっていくために策定するものである。 
 
３．基本方針・推進計画 
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